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重要事項説明書  「鹿角中央病院 介護医療院」 
 

令和６年４月１日現在 

 
１．事業者の概要 

事業者の名称 医療法人恵愛会 

主たる事業所の所在地 秋田県鹿角市花輪字六月田97番地 

法人種別 医療法人 

代表者氏名 髙橋 正芳 

電話番号 ０１８６－２３－４１３１ 

 
 
２．ご利用施設 

施設名称 医療法人恵愛会鹿角中央病院・介護医療院 

施設の所在地 秋田県鹿角市花輪字六月田97番地 

介護保険事業所番号 ０５B０９０００２８ 

施設長の氏名 髙橋 今日子 

電話番号 ０１８６－２３－４１３１ 

ＦＡＸ番号 ０１８６－２３－３３３０ 

 
 
３．法人で実施する他事業 

事業の種類 医療機関コード 
介護保険事業者番号 利用定員 

鹿角中央病院療養病棟 ０９・１０４４・１ ４４名 

グループホーム仁愛 ０５７０９０７８４０ １８名 

グループホーム誠愛 ０５９０９００１９７ １８名＋短期２名 

居宅介護支援センター ０５７０９０４６１５  

デイサービスセンター ０５７０９０４６３１ ７５名 
介護老人保健施設 けいあ

い ０５５０９８００５６ ２９名 
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４．施設の目的と運営の方針 

施設の目的 医療法人恵愛会が開設する鹿角中央病院が行う介護医療院施設サー

ビスの適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項

を定め、管理者が、要介護状態にある高齢者に対し、適正なサービ

スを提供することを目的とします。 
運営の方針 １．施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管

理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な

医療を行うことにより、その者がその能力に応じ自立した日常

生活が営むことができるようにします。 
２．入所者の意志及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサ

ービスの提供に努めます。 
３．地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅

介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その

他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努めます。 
 
 
５．施設の概要 

介護医療院「鹿角中央病院」 
敷地 ４，９４５．０４㎡ 

建物 

構造 鉄筋コンクリート造 ３階建て一部鉄骨造２階建て 

延床面積 ４，１６１．１１㎡ 

利用定員 ５２名 
 
 
（１）主な設備 

設備の種類 数 面 積 

機能訓練室 １ ４２．６９㎡ 

談話室兼食堂 ２ ６５．１７㎡ 

一般浴室 １ ３７．１３㎡ 

機械浴室 特殊浴槽 ２台 ３７．３８㎡ 

面会室 談話コーナーにて  
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６．職員体制 

従業者の職種 員数 

区分 

保有資格 常勤 非常勤 

専従 兼務  専従 兼務 

管理者 １  １    

医師 ２  １ １  医師免許 

薬剤師 １ １    薬剤師 

管理栄養士 １ １    管理栄養士 

看護師 １０ ９ １   看護師、准看護師 

介護職員 １２ １１  １  介護福祉士等 

言語聴覚士 １  １   言語聴覚士 

介護支援専門員 ５  ３  ２ 介護支援専門員 

 
 
７．職員の勤務体制 

従業員の職種 勤務体制 

施設長（医師） 週休3日制 

医 師 週休3日制 

薬 剤 師 4週6休制 

管 理 栄 養 士 4週6休制 

看 護 職 員 4週6休制 

介 護 職 員 4週6休制 

言 語 聴 覚 士 4週6休制 

介護支援専門員 4週6休制 
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８．施設サービスの概要と利用料（法定代理受領を前提とします） 
（１）介護保険給付によるサービス 

サービスの種類 内  容 自己負担額 

食  事 

食事時間 
朝食 ７時３０分から 
昼食１２時００分から 
夕食１８時００分から 

食べられないものやアレルギーが

ある方は事前に要相談 

 

看  護 

あなたの病状にあわせた医療・看

護を提供します。 
医師による定期診察は、月曜から

金曜の毎日行います。それ以外で

も必要がある場合には適宜診察し

ますので、看護師にお申し付けく

ださい。ただし当施設では行えな

い手術等急性期治療については、

転院していただくこともありま

す。歯科治療は、歯科外来での治

療となります。 
機能訓練をあなたの状況に合わせ

て行います 

施設サービスの1割をお支

払いいただきます。 
 
＊高額介護サービス費の制

度を5 7,600円（市町村税世

帯非課税者等は(24,600円、

老齢福祉年金受給者等は

15,000円）を超えた部分は

高額サービス費として払い

戻し手続きがありますので

お尋ねください。 

機能訓練 機能訓練をあなたの状況に合わせ

て行います  

排  泄 
自立排泄か、おむつ使用について

利用者の状況に合わせて具体的に

記載 
 

入浴・清拭 
入浴日 月～土 
入浴日でも入浴しない方はタオル

で身体をお拭きします。 
 

着替え 毎朝夕の着替えのお手伝いをしま

す  

整  容 身の回りのお手伝いをします  

シーツ交換 シーツ交換は週１回行います  
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１０．身体的拘束について 

事業者は、原則として入所者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のお

それがある場合など、入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えら

れるときは、入所者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小

限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過

観察や検討内容を記録し、５年間保存します。 
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（１）緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、入所者本人または他人の生命・身体に危

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 
（２）非代替性････身体拘束以外に、入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及

ぶことを防止することができない場合に限ります。 
（３）一時性･･････入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった

場合は、直ちに身体拘束を解きます。 
 

１１．虐待の防止について 

事業者は、入所者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ

るとおり必要な措置を講じます。 
（１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 
（職名）      （氏名） 
 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 
（３）従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業者が入所

者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 
（４）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者

に周知徹底を図っています。 
（５）虐待防止のための指針の整備をしています。 
（６）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 
（７）サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市

町村に通報します。 
 
１２．苦情処理 

施設は提供した施設サービスに関する苦情に迅速かつ適切に対応するために苦「青を受

け付けるための窓口を設置する。 
一、窓口担当者澤田めぐみ 

電 話 ０１８６－２３－４１３１ 
ＦＡＸ ０１８６－２３－３３３０ 

二、鹿角市担当窓口 
電 話 ０１８６―３０－０２３７ 
ＦＡＸ ０１８６―３０－１２５７ 

三、秋田県国保健康保険団体連合会：介護保険課 
電 話 ０１８－８８３－１５５０ 
ＦＡＸ ０１８－８８３－１５５１ 
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―苦情処理体制― 
① 苦情があった場合、担当の看護師が入所（家族）様に直ちに連絡をとり事実を確認す

る。 
② 苦情が介護保険サービスに関するものである場合、必要に応じて担当者会議を招集

し、その結果に基づいた対応を行う。 
③ 苦情が医療に関するものである場合、主治医、看護師に事実を確認する。 
④ いずれの場合も、苦情を受け付けた翌日までに対応の具体的な方針を定め、苦情解決

が入所（家族）に説明する。 
⑤ 院長に報告する。 
⑥ 苦情があった場合、担当部署と連絡をとり、直ちに対応する。対応に時間がかかる場

合は、早急に対応することを説明し、連絡できるよう対処する。 
⑦ 苦情内容及び対応は台帳に保管し、再発の防止に役立てる。 
 
２． 施設は提供した施設サービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しく

は、提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び入所から

の苦情に関して市町村が行う調査に協力すると共に、市町村から指導及び助言を受け

た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努める。 
３． 施設は提供した施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体

連合会が行う調査に協力すると共に、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受

けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 
 
 
１３．非常災害時の対策 

災害時の対応 別途定める「鹿角中央病院・介護医療院消防計画」にのっとり対応

を行います。 
近隣との協力関係 近隣にお住まいの方にお願いし、非常時の応援をお願いしており

ます。 
平常時の訓練 別途定める「「鹿角中央病院・介護医療院消防計画」にのっとり年

2回夜間及び昼間を想定した避難訓練を実施しております。 
防災設備 スプリンクラー・避難階段・自動火災報知器·誘導灯・ガス漏れ

報知器・防火扉、シャッター・屋内消火栓・非常通報装置・非

常電源・カーテン等は、防火性のあるものを使用しておりま

す。 
 

１４．当施設ご利用の際にご留意いただく事項 

来訪・面会 面会時間 午後1時～午後8時 
来訪者は面会時間を厳守し、その都度職員に届けてください。

来訪者が宿泊される場合には必ず許可を得てください 
 

外出・外泊 外出・外泊の際には必ず行き先と帰宅時間を職員に申し出てく

ださい。 
居室の設備、器具の

利用 
施設内の病院や設備、器具は本来の用法に従ってご利用くださ

い。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償して

いただくことがあります。 
喫煙・飲酒 敷地内禁煙となっておりますので喫煙はご遠慮ください。 

飲酒において、施設内は禁止しております。 
迷惑行為等 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、
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やみくもに他の入所者の病室等に立ち入らないようにお願いし

ます。 
宗教活動・政治活動 施設内でのほかの入所者に対する執拗な宗教活動及び政治活動

はご遠慮ください。 
動物の飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

 
 
１５．緊急時、事故発生時等における対応方法 

１．施設において、サービス提供を行っている際に入所者の病状の急変が生じた場

合は、速やかに管理医師へ連絡し必要な措置を講じます。 
２．入所者の病状からみて、当施設において自ら必要な医療を提供することが困難

な場合には、協力医療機関その他適当な医療機関への入院のため措置、又は他

の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じます。 
３．前２項のほか、当施設は入所者の後見人、入所者の家族、身元引受人等の関係

者に連絡するとともに、それらが指定する者保険者の指定する行政機関に対し

て速やかに連絡します。 
 

入所者を医療機関へ受診させる場合には、当該医療機関の医師又は歯科医師に対し、入

所者の診療状況に関する情報を提供します。 
また、当該医療機関等から入所者の療養上必要な情報の提供を受け、その情報により適

切な診療を行います。 
 
  当施設の協力医療機関及びに歯科医療機関は下記のとおりです。 

 
 
１６．秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）入所者及びその家族に関する秘密の保持について 

① 事業者は、入所者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法

律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとしま

す。 
② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供を

する上で知り得た入所者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らし

ません。 
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継

続します。 
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させるた

【協力医療機関】 

（医療機関名） 

医療機関名 鹿角中央病院 

所 在 地 秋田県鹿角市花輪字六月田97番地 

電 話 番 号 ０１８６―２３－４１３１ 

ＦＡＸ番号 ０１８６－２３－３３３０ 

診 療 科 内科 

【協力歯科医療機関】 

（歯科医療機関名） 

医療機関名 鹿角中央病院 歯科 

所 在 地 秋田県鹿角市花輪字六月田97番地 

電 話 番 号 ０１８６―２３－４１３１ 

ＦＡＸ番号 ０１８６－２３－３３３０ 
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め、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持す

るべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 
 
（２）個人情報の保護について 

① 事業者は、入所者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお

いて、入所者の個人情報を用いません。また、入所者の家族の個人情報について

も、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で入所者の家族の個人

情報を用いません。 
② 事業者は、入所者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるも

のの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理

し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 
③ 事業者が管理する情報については、入所者の求めに応じてその内容を開示するこ

ととし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞な

く調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開
示に際して複写料などが必要な場合は入所者の負担となります。) 

 
 
１７．重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

 
上記内容について、「鹿角中央病院介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関す

る基準を定める条例（平成30年秋田県条例第25号）」の規定に基づき、入所者に説明を

行いました。 

事

業

者 

所 在 地 秋田県鹿角市花輪字六月田97番地 

法 人 名 医療法人恵愛会 

代 表 者 名 理事長 髙橋 正芳                   

事 業 所 名 医療法人恵愛会 鹿角中央病院介護医療院 

説 明 者 氏 名 印 

 
 事業者から上記の内容の説明を受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受

けました。 

入所者 
住 所  

氏 名 印 

 

代理人 
住 所 

 

氏 名 印 

 


